
ツキノワグマへの対策強化について

1

➢ 出没警報及び注意喚起等の発信

・出没警報の発令（第３報）

・出没情報地図「クマっぷ」による情報提供

・県公式ＳＮＳ（ＬＩＮＥ、Ｘ）による発信

・新聞広報、ラジオによる呼びかけ

ー富山市での事案を受けての対応ー
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➢ 捜索体制の強化

・警察、富山市、捕獲隊による捜索

・野生生物専門家による現地調査

・ドローンによる捜索
➢ 警戒パトロールの強化

・市町村、警察、捕獲隊との連携

・県有車による被害現場付近のパトロール
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➢ 関係機関との連携強化

第２回ツキノワグマ緊急対策会議

10月19日(木)９時30分～

ー全県的な対応ー



クマ対策推進事業補助金の拡充

➢市町村が行う捕獲、警戒パトロール等
への活動支援強化

4

現行 補助限度額

（一律） ３０万円
補助限度額なし
（令和５年度の特例）
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➢ クマを引き寄せない対策

・河川敷の草刈り等の実施

（熊野川実施中）

・柿の実など誘因物の除去

・生ごみの適切な処分



6

➢ 県民の皆さんへのお願い

・住宅、車庫、倉庫等の戸締りの徹底

・朝夕の外出や農作業等は控えること

・利用予定のない果樹の実は取り除く

など、クマの誘引物を除去すること


